
〇理財部融資課及び管内財務事務所財務課が実施した財務状
況把握ヒアリングや総務部総務課が実施した地方公共団体幹部
との対話において、地方公共団体が抱える脱炭素の取組に関す
る課題を把握。 
〇地方公共団体は「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基
づき、計画を策定し、脱炭素の取組を進めるとされていることか
ら、当局としても地域脱炭素に向けた取組を支援することが重
要。

〇脱炭素の取組に関する知識やノウハウの習得支援等のため、
地方公共団体向けに勉強会を開催（令和6年度～）。
〇昨年度は埼玉県内の地方公共団体を対象に開催したところ、
今年度は当局管内（1都9県）に対象を拡大するとともに、講義内
容もブラッシュアップのうえ、実施。

地方公共団体向け脱炭素の取組にかかる
勉強会の開催

▲講演資料
（左：関東地方環境事務所 右：関東経済産業局）

実施内容

かんざい通信
Vol.6

概要
～令和7年5月13日に開催しました！～
〇開催形式 関東財務局よりWEB配信

※説明者は関東財務局に集合。

○参加団体 管内地方公共団体（30団体）の職員

〇講演内容、説明者
①地域脱炭素の実現に向けた国の取組・支援策
・地域脱炭素の経緯・背景、支援策、枠組み等(関東地方環境事務所）
・中小企業支援に係る支援策、枠組み等 (関東経済産業局）
②取組事例の紹介
・庁舎等の脱炭素化、省エネ・再エネ導入に向けた取組、地域金融機関
や地元企業との連携事例、中小企業等への支援 等
(埼玉県入間市、神奈川県相模原市）

▲関東財務局会場の様子 ▲WEB配信の様子


